
３．加工食品の個別的事項の表示について 
 

３－１ 加工食品の個別的事項（ＪＡＳ法関係）の表示について 

３－１－１ 定義について 

ＪＡＳ法に基づく個別の品質表示基準においては、名称 3、形状、大きさ、色、

使用される原材料等について定義が規定されている。定義については、その意

味は、原則として変更せず、名称、形状、大きさ等はそれぞれ品目毎にまとめ、

新基準案においても規定することが方向性がとりまとめられた。 

 また、名称の定義の範囲が、その品目の実態に合わず実態と齟齬があるもの

等については、その定義を修正 4し、また、横断的事項に整理されたことにより、

個別的事項にあえて残置する必要がない定義は削除 5する方向性がとりまとめ

られた。  

 なお、現状と実態があっていない表示の定義が他にもないか、さらに精査す

べきとの意見が出された。 

 

３－１－２ 義務表示事項について 

ＪＡＳ法に基づく個別の品質表示基準に規定される義務表示事項 6とは、個別

の品目に特有な情報を提供するために規定されているものである。 

義務表示事項については、消費者への情報提供の観点からこれまで義務化さ

れている事項であることから、新基準案においても引き続き品目別に規定する

との方向性がとりまとめられた。 

また、プレスハム、混合プレスハムにあっては、ソーセージ、混合ソーセー

ジの表示の方法に統一することとし、原材料名に併記して「でん粉含有率」の

表示事項の項目を立てて表示することとすることが、示され、とりまとめられ

た。 

 

３－１－３ 一括表示枠外の表示事項 

一括表示枠外の表示事項 7とは、商品名の近接した箇所等に消費者の誤認防止

の観点等から必要な表示を義務付けるものである。 

3 例えば「乾めん類」という名称は、「小麦粉又はそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合

わせた後、製めんし、乾燥したもの」と定義されている。 
4 マカロニ類の原材料に使用される小麦の実態として。強力小麦以外の小麦を使用している商品が存在し

ているという実態に合わせるため、「強力小麦」を「強力小麦等」に修正する等があげられる。 
5 横断的事項に整理された「めん類等用つゆ」等があげられる。 
6 例えば「食酢」は、酸度、醸造酢の混合割合、希釈倍数等が義務表示事項として規定されている。 
7 濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「義務表示事項のほか、商品名の表示されて

いる箇所に近接した箇所に、14ポイント以上の大きさの活字で、「濃縮トマト還元」の用語を表示しなけ

ればならない」とされている。 
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個別品表において規定されている一括表示枠外の表示事項は、義務表示事項

と同様に消費者への情報提供の観点から義務化されている事項であることから、

新基準案においても引き続き品目ごとに規定するとの方向性が取りまとめられ

た。 

 

３－１－４ 表示禁止事項について 

現行の個別の品質表示基準に規定される表示禁止事項は、消費者に誤認を与

える表示を避けるために、品目毎に規定されている 8。 

表示禁止事項は、これまで事業者に課してきた義務であることから、食品表

示基準においても引き続き規定する方向性がとりまとめられた。 

なお、食品表示基準において、引き続き表示禁止事項を規定するにあたり、

品目ごとに定められている表示禁止事項のうち、①商品特性によらないものに

ついては、横断的な表示禁止事項として規定し、②商品特性を考慮すべきもの

は、可能な限り品目を整理した上で、個別的事項として規定し、③品目独自の

ものは、品目ごとに個別的事項として定めるとの新基準案の方向性が、表３―

１、表３―２、表３―３のとおり、とりまとめられた。 

また、実態と齟齬があるものについては、現行の表示禁止事項を削除すると

の方向性が表３－４とりまとめられた。 

 

  

8 トマト果汁飲料における「トマトジュースドリンク」の用語、等が挙げられる。 
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表３‐１ 加工食品全般に係る表示禁止事項（商品特性によらないもの） 

 
表３‐２ 商品特性等に応じて、品目をまとめた上で、用語の表示禁止事項を

定めるもの 
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表３-３ 商品特性等に応じて、品目ごとに特定の用語の表示禁止事項を定める

もの 

 

表３-４ 現行の表示禁止事項を変更するもの 

 

 

３－２ 食品衛生法関係の表示事項について 
現行の表示基準府令等に規定されている食品 9（表３－５）については、「加

工食品」と「生鮮食品」のどちらに整理された場合であっても、衛生上の危害

発生防止の観点から必要とされていた表示事項（表３－６）を引き続き義務付

けることとする方向性がとりまとめられた。 

9 例えば、牛バラ肉、味付け牛肉は、表示基準府令第１条第１項第 11号イの食肉に該当する。ＪＡＳ法の

考え方に基づき、食品表示基準において牛バラ肉は生鮮食品、味付け牛肉は加工食品に整理されるが、い

ずれの場合も表示基準府令等で従来義務付けられていた事項については引き続き表示が義務付けられるこ

とが提案された。 
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また、簡易な調理、加工のみが施された食品については、現行の表示基準府

令等では表示対象食品にはなっていないが食品表示法上「加工食品」と整理す

る食品 10については、現行のＪＡＳ法に基づく表示事項に加え、新たに、衛生上

の危害発生防止の観点から必要とされる事項（アレルギー表示、製造所（加工

所等）の所在地及び製造者（加工者等）の氏名等）を記載することとする新基

準案の方向性がとりまとめられた。  

 

表３－５ 食品衛生法関係の対象食品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 例えば、果実を乾燥させたもの（ドライマンゴー等）は、ＪＡＳ法では加工食品に該当するが、表示基

準府令では第１条第１項第 11号ロの加工食品とは扱われていない。このため、ＪＡＳ法に定める表示事項

に加え、新たに、衛生上の危害発生防止の観点から必要とされる事項を表示することが提案された。 
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表３－６ 食品衛生法関係の表示事項 
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４．表示責任を有する者等の整理について 
 

４－１「表示責任を有する者」について 
ＪＡＳ法において、加工食品については、一括表示欄に、「表示内容に責任を

有する者」の氏名又は名称及び住所を記載することとされている。表示責任者

は、「製造者」、「加工者」である場合のほか、当該食品のを販売する「販売者」

や、その食品を輸入した「輸入者」の場合もあることから、表示の方法として

は、それぞれ「製造者」、「加工者」、「販売者」又は「輸入者」と欄名に表示す

ることとされている。 

ＪＡＳ法と同様に、表示責任者の欄には「製造者」、「加工者」、「販売者」又

は「輸入者」という表示とするという新基準案の方向性が表４－１のとおり、

とりまとめられた。 

附帯事項として、「製造者」「加工者」の定義を明確にすべきである、定義が

明確にできないのであれば Q&Aの整理が必要であること等がとりまとめられた。 

 

表４‐１ 表示責任を有する者の定義 

製造者 実際に食品を製造した者 

加工者 実際に食品を加工（調整及び選別を含む。）した者 

輸入者 実際に食品の輸入の届出をした者（当該輸入食品の詳細を把握

し、その内容について、責任を負う者） 

 

４－２ 実際に製造や加工を行う場所について 
現行の表示基準府令等において、最終的に衛生上のリスクが生じる（衛生状

態の変化が生じる）製造や加工を行う場所(輸入品にあっては、輸入した者の営

業所所在地)を表示させることとしている。欄名には、最終的な衛生状態の変化

が生じた製造や加工を行う場所であるということが分かるようにするため、「製

造所」、「加工所」（輸入の場合は「輸入元」又は輸入者の営業所所在地であるこ

とが分かる語）と記載する新基準案の方向性が表４－２のとおり、示された 11。 

しかしながら、製造所の定義と製造所固有記号と併せて議論すべきとの意見

がった 12。 

  

11 製造者と製造所。加工者と加工所が同一の場合は、それぞれ製造所、加工所を省略することが可能であ

る。 
12 製造所固有記号の議論については、４－３．製造所固有記号についてを参照のこと。 

19 

                                                   



 

表４‐２ 製造場所等の用語の定義 

製造所 食品が製造された場所 

加工所 食品が加工（調整及び選別を含む。）された場所 

輸入者の営業所所在地 輸入の届出をした者の営業所がある場所 

 
４－３．製造所固有記号について 
表示基準府令等では、原則として、製造所の所在地及び製造者の氏名等を表

示することとし、例外的に製造所固有記号による表示が認められている。 

 しかしながら、製造所固有記号制度については、製造所を知りたいという消

費者からは、製造所固有記号ではなくて、製造所を記載して欲しいという意見

が以前よりあること。また、食品表示法の附帯決議において、衆・参両議院か

ら、製造者の所在地等の情報を知りたいという消費者からの要望を踏まえ、製

造所固有記号制度の在り方について検討することとされていること。さらに、

冷凍食品の農薬混入事件を受けて、製造所固有記号で表示されていた製品につ

いては、消費者が製造所の所在地等に即時にたどり着くことができなかったと

いう事実があったことなどにより、製造所固有記号制度の見直しが提起された。 

 新基準案では、次の場合、製造所固有記号による表示を認める方向性が示さ

れた。 

（１）包材の共通化という事業者のメリットを維持する観点から、原則、２以

上の製造所において同一商品を製造・販売する場合のみ、固有記号の利用

を認める。 

（２）固有記号を利用する事業者には、消費者からの問合せに応答する義務を

課す。 

（３）一定の猶予期間を設けて、現在届出がなされている固有記号を全廃して

新固有記号制度へと移行し、①固有記号に有効期限を設け更新制とする、

②届出内容の変更・廃止届出を新たに義務付ける｡ 

（４）消費者庁に新固有記号データベースを構築し、消費者からの検索が可能

となる一般開放及び事業者からの電子申請手続について検討する。 

 

次の通り、意見が出され、再度審議することとなった。（Ｐ） 

① 表示基準府令第１条第２項第３号において、製造所又は加工所の所在地を表

示することが義務づけられているので、例外規定である製造所固有記号は原

則廃止するべき。（Ｐ） 

② 事業者が製造所固有記号を利用できるというメリットを、廃止すれば必要が

なくなるにもかかわらず、行政が新固有記号データベースの構築・運用費用
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を負担する根拠が不明瞭である。（Ｐ） 

③ 消費者の製造所の所在地を知りたいとのニーズが必ずしも明確ではな、現行

どおり、表示面積により記載が難しい場合は、製造所固有記号による表示を

可能とする。（Ｐ） 

④ 冷凍食品農薬混入事件を受けて、消費者がどの食品製造工場で製造されてい

るか知りたいというニーズを踏まえ、自社の複数の工場で生産をしている場

合のみ製造所固有記号による表示を可能とする。（Ｐ） 
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